
資料３ 

京都府における新型コロナウイルス感染症対策の概要 

 

１ 京都府新型コロナウイルス感染症対策本部会議開催状況 

   令和２年１月 30日 第１回対策本部会議 以後、随時開催 

  令和２年７月 31日 第 22回対策本部会議 

 

２ 特別警戒基準到達を踏まえた京都府の今後の対応 

（１）安心して飲食店を利用するために 

飲食店における感染拡大防止対策の徹底、人数・利用時間制限など利用者

への要請等 

（２）大学生が安心して学生生活を送るために 

大学再開ガイドラインを見直し、大学連携会議を通じた全学生へ一斉注意

喚起等 

（３）重症化リスクのある方の感染を防ぐために 

病院、施設における面会の自粛要請、高齢者・基礎疾患がある方等への外

出時の注意喚起 

（４）感染拡大を防ぐために 

新しい生活様式の徹底等による日常生活における対策、テレワーク等の新

しい働き方の推進による事務所等における対策、十分な身体的距離の確保や

大規模なイベント中止等によるイベント開催時の対策による感染拡大防止 

（５）医療崩壊を徹底して防ぐために 

検査体制の充実、軽症者対応病床の増床、宿泊療養体制の強化等による医

療提供体制の充実・強化 

 

３ 食に関する京都府の取組状況 

（１）健康福祉部の取組 

 

（２）商工労働観光部の取組 

 

（３）農林水産部の取組 

 

（４）教育庁の取組 
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コロナウイルス感染症に関連する情報について 
府内での発生状況や様々な対応状況などについては、京都府ホームページにおいて随時

お知らせしています。 

http://www.pref.kyoto.jp/kentai/news/novelcoronavirus.html 

http://www.pref.kyoto.jp/kentai/news/novelcoronavirus.html
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新型コロナウイルス感染症に係る京都府の対応状況

令 和 2 年 8 月 1 9 日
京都府新型コロナウイルス
感 染 症 対 策 本 部

１ 府内における感染状況 （8 月 18 日まで）

府内感染確認者総数 1,164 人

                                                     令和 2 年 8 月 18 日

PCR 検査実施人数
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   ※のうち重症患者 4 人

京都府感染者の状況(1 日あたりの感染者数)
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PCR 等検査数の推移（７日間移動平均）

２ 国及び京都府対応状況経過

期 日 国等の動向等 京都府対応 京都府における主なトピックス

１月30日(木) 国対策本部設置
対策本部設置・第１回対策本部
会議 府内感染者確認（１例目）

４月７日(火) ７都府県に緊急事態宣言発出   

４月16日(木)
47都道府県に緊急事態宣言発
出

４月17日(金)
第12回対策本部会議
緊急事態措置決定

５月14日(木) 39県緊急事態宣言解除

５月21日(木)
京都府含む３府県緊急事態宣

言解除

第17回対策本部会議

緊急事態宣言解除を踏まえた対

応方針決定

５月25日(月) 緊急事態解除宣言

６月29日(月) 注意喚起基準到達

７月14日(火) 警戒基準到達

７月29日(水) 特別警戒基準到達

７月31日(金)
第22回対策本部会議
特別警戒基準を踏まえた対応方
針決定
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３ 京都府の主な取組

（１）検査体制の拡充
① 接触者外来を 50 カ所、かかりつけ医による唾液検査を 280 カ所に拡充し、検査が身

近なところで受けられる検査採取体制を整備
② ＰＣＲ検査体制を現在の 550 検体／日から、民間検査所や医療機関等の機器整備に

より 670 検体に、体制強化等により 800 検体まで拡充
③ 新型コロナ感染症の疑いが強い方が検査結果が判明するまでの 1～2 日間、安心して

入院できる医療機関を整備（20 床）

（２）医療提供体制の拡充
① コロナ患者受入れ病床 431 床に加え、新たに軽症者対応病床 64 床、周産期や透析な

ど配慮が必要な方の受入病床を 20 床確保し、515 床を確保する。
② 重症化受入医療機関を明確に役割分担するとともに、ＥＣＭＯ対応研修を実施し、

重症患者対応力を強化する。
③ 既に受入体制を確保している 2 施設 338 室の宿泊療養施設に加え、新たな施設の確

保に向けた調整を進める。

（３）医療資材の提供
京都府医療資材コントロールセンター（4 月 14 日設置）により、医療資材を安定的に確保
 主な医療資材配布実績(8 月 17 日現在)

サージカルマスク  約 400 万枚
医療用ガウン     約 20 万枚
消毒液       約 7 万 7 千㍑

（４）緊急連絡サービス「こことろ」
スマートフォンを活用し、店舗や集客施設等の利用者から新型コロナウイルス感染症

の陽性者が確認された場合、接触の可能性のある人を素早く把握し、迅速に保健所等へ
の相談を促すサービスを推進

登録数：店舗・施設：約 15,500 店舗・施設
（ぐるなび 13,000、観光施設 2,000、新規登録 500）
個人：約 17,000 人

（５）中小企業等支援
① 国や京都府の支援制度についての相談窓口等の設置
・中小企業緊急経営支援コールセンター（5 月 1 日）
・中小企業雇用継続緊急支援センター（5 月 11 日）
・中小企業等再出発相談窓口（7 月 15 日）

② 支援状況等
・休業要請対象事業者支援給付金

募集期間：5/7～6/15
支給件数：16,465 件
支給額：約 21 億円

・新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援補助金
募集期間：6/16～9/15
申請件数：5,398 件（8/13 時点）

・商店街再出発設備投資補助金
事前申請：7/14～7/30
申請件数：468 件

③ ガイドライン推進京都会議によるステッカー交付
交付枚数：9,104 件（8/14 時点）
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（６）その他の支援
① 文化芸術団体への支援
・文化芸術関係者相談窓口の設置（4 月 30 日）

相談件数：2,174 件（8/18 時点）
・文化活動継続支援補助金

募集期間：4/30～
申請件数：501 件（8/18 時点）

② 農林水産業への支援
・新型コロナウイルス感染症の影響に係る農林水産業経営相談窓口の設置（3/27）

相談件数：634 件（8/17 時点）
・京もの農林水産物生産・流通促進対策事業費補助金

募集期間：7/27～8/26
相談件数：66 件（8/17 時点）

・府内産農産物継続生産支援事業費補助金
募集期間： 8/20～ 9/20（第１次募集）

12/ 1～12/25（第２次募集）
③ 減収や失業による生活支援

新型コロナウイルス感染症による経済への影響による休業等を理由に、一時的な資金が
必要な方へ、生活福祉資金貸付（緊急小口資金貸付、総合支援資金（生活支援費）貸付）
を実施。

募集期間：3/25～9/30
申請件数：33,989 件（8/17 時点）
申請額：約 118 億円（8/17 時点）

（７）京都府新型コロナウイルス感染症対策応援基金
新型コロナウイルス感染症対策の財源に充てるため、広く寄附金を募り、基金の積立てを
実施

（支援の概要）
・医療又は療養の現場で働く方々への支援
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子どもたちとその家庭への支援
・その他の新型コロナウイルス感染症対策に関する支援
・予算額 3 億 6,500 万円

（８）京都府警戒基準等 (7 月 8 日 第 19 回京都府対策本部会議決定)
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○特別警戒基準到達を踏まえた今後の対応（7月31日 第22回京都府対策本部会議決定）

項目 取組 具体的内容

①飲食店に
おける感染
拡大防止対
策

ガイドライン遵守
の徹底

 府警本部の風営法に基づく立入調査等の機会を活用したガイドライン遵
守の啓発
 保健所の食品衛生法等に基づく店舗立入等の機会を活用したガイドライ
ン遵守の啓発
 対策チームによるクラスター発生店舗等への現地調査、ガイドライン徹
底指導

緊急連絡サービス
「こことろ」や「あ
んしん追跡サービ
ス」の活用拡大

 業界団体を通じた飲食店等の「こことろ」登録要請
 各店舗への啓発チラシ等の配布、来店時のチェックインの呼びかけ
 広報媒体による啓発

ガイドライン推進
京都会議による取
組の推進

 経済団体を通じたステッカー掲示の徹底要請
 広報媒体による飲食店利用者への要請
 対策不備店舗等への立入調査

飲食店利用者への
要請

 大人数の宴会や飲み会は控えること
 宴会や飲み会の時間は概ね２時間以内とし、深夜の利用を控えること
 ３密の環境を徹底して避けるとともに、大声での会話や歌唱をしないこ
と、回し飲みをしないことなど、飲食機会における感染予防を徹底する
こと
 特に感染者が多く生じている接待を伴う飲食店及びその他の酒類の提供
を行う飲食店のうち、感染拡大予防ガイドラインを遵守していない店舗
の利用は自粛すること
 陽性者との接触可能性等の情報を通知し感染拡大を予防する、国の接触
確認アプリや、京都府新型コロナウイルス緊急連絡サービス（こことろ）、
京都市の新型コロナあんしん追跡サービスの活用を徹底すること

②大学生が
安心して学
生生活を送
るために

学生生活における
注意事項

 後期授業開始の概ね２週間前から体調確認をした上で、登校すること

 食堂や喫茶室など、学内の感染拡大防止対策の徹底

 課外活動では、感染拡大防止の責任者を決め、マニュアルを遵守

 日常生活においても徹底して３密を避け、飲み会等は、少人数、２時間

以内とし、深夜の利用を控え、大声を出す行為をしないこと等を徹底

 「こことろ」等への登録、立ち寄り先でのチェックインをルール化
大学再開ガイドラ
インの見直し等

 上記の学生生活における注意事項を含め、「大学再開ガイドライン」を改

定し、各大学のマニュアル等を改定

 後期再開に向け、専門家による新しい生活様式の啓発動画を作成し、全学

生にガイダンス等を実施
 各大学から緊急メール等により、全学生へ感染防止の一斉注意喚起

③重症化リ
スクのある
方の感染を
防ぐために

施設における面会
の自粛要請

 医療機関、社会福祉施設等への面会等を自粛し、リモート面会などＩＣ
Ｔを活用する。

社会福祉施設等職
員に対する研修

 感染防止対応ＤＶＤ等を活用した職員研修の実施など、厳重な感染防止
策を徹底する。

高齢者、基礎疾患
（肺線維症など肺
疾患、糖尿病、免疫
不全症候群等）のあ
る方等への要請

 人混みや感染多発地域への外出は極力控える。
 無症状者が多い若年層に対し、高齢者等に会う場合は、特に慎重に行動す
る。
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（1 ）京都府新型コロナウイルス緊急連絡サービスでは、ご登録いただいた利用日時とメールアドレス以外の情報（氏名、住所バ立置|青報等八よ
収集いたしません。

（２）新型コロナウイルス感染者と圖じ日に圖じ施設等を利用し 接触の疑いがあることが判明した場合､ お知らせメールをお送りいたしますが、
施設名は記載いたしません。また、個別にお問い合わせいただいてもお答えいたしません。ただし クラスターが発生した際は、施設名を
開示する場合があります。

Ｏ ）注意喚起メールが届いた場合には、メール文章に従い、ご対応をお願いします。発熱や咳などの症状が現れた際にはメール文章に記載の
窓口までご相談ください。

（４）ご登録いただいた情報については、京都府新型コロナウイルス緊急連絡サービス に ことろ）の事業目的のみに使用し それ以外の目的に

は使用いたしません。

(5

(6

本システムの利用に際して、京都府の責めに帰すべ吉事由によらない場合、利用者が被った損害について、一切賠償の責任を負いません。

事前に受信拒否や指定受信等、迷惑メう レ対策の設定を確認してください。
｢＠preLkyｏtｏ也Jp｣ を受信できるように設定してください。

ド メイ ン 指 定 受信 さ れ る場 合 は 「＠kocot ｏroJp」6



～ 京 都 府 報 道 発 表 資 料 ～  京都府広報監 まゆまろ

府政記者室・各広域振興局同時資料配布

食中毒予防推進強化期間の取組について

～夏の食中毒に気を付けましょう～

令 和 ２ 年 ６ 月 ３ ０ 日

京 都 府 健 康 福 祉 部

生活衛生課（075-414-4755）

  

京都府では、毎年、７月から９月を「食中毒予防推進強化期間」と定め、食中毒の危険が

高まる夏場における食中毒予防の推進・啓発に取り組むこととしています。今年度は、新型

コロナウイルス感染拡大防止の観点から、テイクアウトや宅配を始めた施設が増えているた

めテイクアウトや宅配の衛生管理について重点的に取り組むこととしましたので、お知らせ

します。

１ 強化期間（７月から９月）における取組

(1)立入監視

・テイクアウトや宅配を行う施設への立入巡回指導

・広域及び大量に調理する給食施設、弁当屋、仕出し屋等に立入監視

・弁当やそうざい等の食品を収去し、細菌検査を実施

・生食用もしくは加熱不十分な食肉提供施設への立入監視

(2)注意報発令

・食中毒の発生しやすい気象条件（高温多湿）の日に食中毒注意報を発令

  （発令時は、府民、飲食店、給食施設等への情報提供）

(3)啓 発

・府民だより、ホームページ、ラジオ、保健所・市町村広報誌等による啓発

・啓発ちらしの配布（別添のとおり）

２ マスコミの方へのお願い

  食中毒防止のため、以下の呼びかけの御協力をお願いします。

○テイクアウトや宅配を行う食品を作る際は、特に以下の事項に気をつけま

しょう。

►生ものを避けて、加熱できるメニューを選びましょう。

►施設設備の規模に応じた無理のない提供食数にしましょう。

►加熱が必要な食品は、中心まで十分に加熱しましょう。

►調理済みの食品は、常温で放置せず、適切な温度管理

（10℃以下又は65℃以上での保存）を行いましょう。

►消費者に対して速やかに食べるよう情報提供しましょう。

○食中毒予防三原則を守り、食中毒の発生を予防しましょう。

１ 調理前、食事前の手洗いを心がけ、食中毒菌をつけない

２ できた食品は放置せず、早く食べて、食中毒菌を増やさない

３ 加熱調理する場合、十分に加熱して、食中毒菌をやっつける

啓発ちらし
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調理した食品は、常温放置

せず、適切に温度管理を！ 

販売するとき 食品を保存するとき 

 飲食店で調理した弁当などをテイクアウトや宅配で提供

する場合、店舗での提供に比べ、調理から食べるまでの時

間がかかり、より注意が必要です！ 

食中毒予防３原則に加えて、次の事項に注意してくださ

い。 

施設の規模や人員に応じた

無理のない提供食数を！ 

販売時、すぐに食べるよう

伝えましょう！ 

調理するとき 
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 食中毒予防３原則を守って、暑い時期の食中毒予防に努めましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・手洗いを徹底しましょう。 

・下痢、嘔吐、発熱症状がある方は調理を避けましょう。 

・包丁やまな板は、使用用途により使い分け、洗浄、消毒を

徹底しましょう。 

 

つけない つけない 

 

 

ふやさない 

やっつける 

つけない 

・生ものの提供をさけ、加熱できるメニューを選定し、 

加熱する時は中心部までよく加熱しましょう。 

 

・放冷が必要な食品は、すぐに冷却しましょう。 

・調理後の食品は長時間常温で放置せず、適切な温度

（10℃以下、65℃以上）で保管、運搬しましょう。 

・提供後、すぐに食べるようにお客様に伝えましょう。 

 

弁当やそうざいを調理し、テイクアウトや宅配を行う場合は、飲食店営業

の許可が必要です。すでに飲食店営業の許可を取得している店舗は、新たに、

許可は必要ありません。 

 ただし、取り扱う食品や販売方法によっては新たな許可が必要な場合もあ

りますので、保健所にお問い合わせください。 

 

つけない 

 

食中毒菌を 

食中毒菌を 

食中毒菌を 

宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

市町村名

向日市、長岡京市、大山崎町

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町

木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村

亀岡市、南丹市、京丹波町

 福知山市中丹西

中丹東

0772-62-1361

舞鶴市、綾部市

保健所名 連絡先

乙訓

山城北

山城南

丹後

075-933-1241

0774-21-2912

0774-72-4302

0771-62-4754

0773-22-6382

0773-75-1156

南丹
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感染拡大予防ガイドライン（例） 

（標準的対策） 

 

 

 

 

 

 

(令和２年６月 18日改訂) 

 

京 都 府 
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１．はじめに 

 事業者においては、業界団体等で作成されている業種別ガイドラインによって適切な感染防

止策を実施すること。作成されていない場合等に、本ガイドラインを参考にそれぞれのガイ

ドライン等を作成し、感染防止策を実施すること。 

その際、まずは、提供しているサービスの内容に応じて、新型コロナウイルス感染症の主な

感染経路である接触感染と飛沫感染のそれぞれについて、従業員や顧客等の動線や接触等を考

慮したリスク評価を行い、そのリスクに応じた対策を検討すること。 

 接触感染のリスク評価としては、他者と共有する物品やドアノブなど手が触れる場所と頻

度を特定する。高頻度接触部位(テーブル、椅子の背もたれ、ドアノブ、電気のスイッチ、

電話、キーボード、タブレット、タッチパネル、レジ、蛇口、手すり・つり革、エレベー

ターのボタン、トイレの便座、便座のふた、トイレットペーパのふたや水洗レバーなど)

には特に注意する。 

 飛沫感染のリスク評価としては、換気の状況を考慮しつつ、人と人との距離がどの程度維

持できるかや、施設内で大声などを出す場がどこにあるかなどを評価する。 

 

参考：新型コロナウイルスの環境や物質表面における生存時間 

 エアロゾル（空気中に漂う微粒子）中では３時間以上 

 銅の表面では４時間まで 

 厚紙（段ボール）の表面では 24時間後まで 

 ステンレススチール表面では 48時間後まで 

 プラスチック表面では 72時間後まで感染力を維持 

 

 なお、このガイドラインの内容は、国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針、

既に作成された業種別ガイドライン等を参考にして作成しているものであり、今後の対処方

針等の変更の他、新型コロナウイルスの感染の地域における動向や専門家の知見、意見等を

踏まえ、必要に応じ適宜改訂を行うものものとする。 

 

２．全施設共通事項 

 ２－１．人と人との距離等：３密（密閉、密集、密接）の回避 

 人と人との接触を避け、対人距離(できるだけ２mを目安に(最小１m))を確保すること。

また、対人距離が確保できない場合は、入場制限等を実施すること。 

 感染防止のための入場者の整理(密にならないように対応)をすること。 

 従業員及び入場者に対する咳エチケット・マスクの着用を徹底すること。 

 客同士の大声での会話を行わないよう呼びかけ、かつ、いわゆる背景音楽（BGM）や機械

音等を最小限のものとし、従業員が客同士の大声での会話が行われていないことを確認で

きる状態にすること。 

 施設の換気(２つ以上の窓を同時に開けるなどの対応も考えられる)をすること。 

 キャッシュレス決済を推進すること。なお、現金、クレジットカード等の受け渡しが発生
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する場合には、手渡しで受け取らず、コイントレイ（キャッシュトレイ）などを使用する

こと。また、コイントレイは定期的に消毒する、会計の都度手指を消毒するなど工夫する

こと。 

 業種によっては、万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取扱いに十分注意をしな

がら、入場者等の名簿を適正に管理すること。 

 

２－２．症状のある方の入場制限 

 入場時の体温チェックを実施すること。 

 発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人は入場しないように呼びかけること。

また、状況によっては、体温計やサーモグラフィーなどで発熱者を特定し入場を制限する

ことも考えられる。 

 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合、過去 14日以内に政

府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航並びに当該在

住者との濃厚接触がある場合は入場しないように呼びかけること。 

 

２－３．消毒等 

 入口及び施設内の手指の消毒設備（石鹸による手洗い、手指消毒用アルコールなど）を設

置すること。 

 複数の人の手が触れる場所を適宜消毒すること。 

 手や口が触れるようなもの(コップ、箸など)は、適切に洗浄消毒するなど特段の対応を図

ること。 

 人と人が対面する場所は、アクリル板・透明ビニールカーテンなど（防炎製品等その他の

燃えにくい素材を使用しているものに限る。）で遮蔽すること。 

 他人と共用する物品や手が頻回に触れる箇所を工夫して最低限にすること。 

 

２－４．トイレ（※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する。） 

 便器内は通常の清掃で良い。 

 不特定多数が接触する場所（ドアノブ、トイレの便座、便座のふた、トイレットペーパ

のふたや水洗レバーなど）は、清拭消毒を行うこと。 

 便座の蓋を閉めて汚物を流すよう表示すること。 

 ハンドドライヤーは止め、共通のタオルは禁止すること。 

 ペーパータオルを設置するか、使い捨ておしぼり等を準備すること。 

 

２－５．休憩スペース（※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する。） 

 一度に休憩する人数を減らし、対面で食事や会話をしないようにすること。 

 休憩スペースは、常時換気することに努めること。 

 共有する物品(テーブル、いす等)は、定期的に消毒すること。 
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 従業員が使用する際は、入退室の前後に手洗いをすること。 

 屋内の喫煙ルームの利用に当たっては、３密にならないように注意すること。 

 

２－６．ごみの廃棄 

 鼻水、唾液などが付いたごみは、ビニール袋に入れて密閉して縛ること。 

 ごみを回収する人は、マスクや手袋を着用すること。 

 マスクや手袋を脱いだ後は、必ず石鹸と流水で手を洗うこと。 

 

２－７．清掃・消毒 

 市販されている界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用いて清掃すること。通常の清掃後

に、不特定多数が触れる環境表面を、始業前、始業後に清拭消毒することが重要である。

手が触れることがない床や壁は、通常の清掃で良い。 

 

２－８．従事者に関する感染防止策 

 施設の管理・運営に必要な最小限度とするなど、ジョブローテーションを工夫すること。 

 マスク着用や手指消毒を徹底すること。 

 ユニフォームや衣服はこまめに洗濯すること。 

 出勤前に自宅等での検温を励行し、37.5℃以上の発熱がある場合には自宅待機等の対応

を行うこと。さらに、発熱の他に、下記の症状に該当する場合も、自宅待機とすること。 

 咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、味覚・嗅覚障害、眼の痛みや結膜の

充血、頭痛、関節・ 筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐 

 施設管理者は、従事者の緊急連絡先や勤務状況を把握すること。 

 従事者に感染が疑われる場合には、保健所の聞き取りに協力し、必要な情報提供を行う

こと。 

 

２－９．感染が疑われる者が発生した場合の対応策 

 感染が疑われる者が発生した場合、速やかに別室へ隔離を行うこと。 

 対応するスタッフは、マスクや手袋の着用を徹底すること。 

 速やかに、医療機関及び保健所へ連絡し、指示を受けること。 

 

２－10．その他 

 高齢者、持病のある方や妊婦については、感染した場合の重症化リスクが高いことから、

サービス提供側においても、より慎重で徹底した対応を検討すること。 

 地域の生活圏において、地域での感染拡大の可能性が報告された場合の対応について検

討をしておくこと。 

 施設において感染の疑いがある事例が発生した場合は、速やかに所管の保健所に報告す

ること。 
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３．業態による感染拡大を予防するための措置 

 ①食事提供施設(飲食店・喫茶店・居酒屋等) 

 入退出時(入退出時の行列含む)や集合場所等において人と人との十分な間隔(できるだ

け２mを目安に(最小１m))が確保されること。 

 テーブルは、飛沫感染予防のためにパーテーションで区切るか、できるだけ２m(最小１

m)以上の間隔を空けて横並びで座れるように配置を工夫し、カウンター席は密着しない

ように適度なスペースを空けること。 

 大皿での取り分けによる食品提供を自粛すること。 

 食器等を通じた感染の回避を図るため、客同士のお酌、グラス等の回し飲みや器、フォ

ーク、スプーン等の共用をしないことについて注意喚起すること。 

 適切な換気が行われるとともに、客の入れ替えのタイミングで適切な消毒・清掃が行わ

れること。 

 （テイクアウトサービスを行う場合） 

 客の店内滞留時間を短くするために、事前予約注文を受け付けるなどの仕組みを導入す

ること。 

 テイクアウト客と店内飲食客の動線を区別し、接触を避けるように工夫すること。 

 食中毒等の防止のため、料理は早めに消費するよう、口頭もしくは注意書きを添えて客

に注意を促すこと（特に気温の高い時期）。 

 （デリバリーサービスを行う場合） 

 デリバリー担当の配達員と来店客が接触しないように、可能であればデリバリー専用カ

ウンターを設け、両者の動線が重ならないように工夫すること。 

 料理の受渡しは必ず手指を消毒してから行うこと。 

 代金が支払い済み（オンライン決済等）で、注文者が希望する場合は、注文者が指定し

た所に料理を置くなど非接触の受渡しを行うこと。 

 配達員は、店舗従業員と同様の健康管理、手洗い等の衛生管理を実践し、マスクを着用

すること。 

 配達する料理の容器は、配達員が直に触れないよう袋等に入れ、配達に使用する運搬ボ

ックス等は使用の都度、消毒すること。 

 食中毒等の防止のため、料理は早めに消費するよう、口頭もしくは注意書きを添えて客

に注意を促すこと（特に気温の高い時期）。 

 

 ②百貨店・スーパーマーケット等 

 混雑時の入場制限を実施すること。 

 入退出時(入退出時の行列含む)や集合場所等において人と人との十分な間隔(できるだ

け２mを目安に(最小１m))が確保されること。 

 レジ等で間隔(できるだけ２mを目安に(最小１m))を空ける(床に印をつける等)こと。 

 従業員と客の間にパーテーション等を設けて遮蔽すること。 
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事業者の皆様の共同による新たなチャレンジを応援します

j`Ｓ`゙Ｃ，あくまでも例であり、様々な取組をお待ちしております。

へ､、
竺ン

テイクアウトメニユーを始めた飲食店どうしが共同でチラシ作成や容器資材購入

ｉ

‐

－

一縫製工場と染工場が共同でユニークな デザインのマスクを 試作開発

一町工場どうしがテレビ会 議を用いて技術研修や新製品開発プロ ジェク トを 立ち上げ

一商店 街組合が共同で各種 商品の宅配サ ービスを 開始

一映像コ ンテ ンツ制作会 社が合同で動画配信サービスを 開始

他の補助金(そ・制度自身が併給を認めているもの)との併給も 可( 対象経費・重複に不可)

対象者

事
象
業

実 施 期 間

Ｒ２．４．１

～12.31

柑 叫鮮

2以上の事業者による″中小企業等グループ5X,よ組合“
・中小企業等：中小企業基本法第２条第１項の中小企業者、ＮＰＯ法人等

・組合：事業協同組合、企業組合、協業組合、ＬＬＰなど

幅広い業種

事業者が対象！

共同で行う新たな取組(①必須)と、関連する各々の新たな取組(②)

①

へ

iReｓtａぶ ｎり
八

二 ，「l;l 。

②

集

期 間
づ

以内

①ノ ル

R2 ．5．7～8 ．31

(延長もあり得ます)

ぐEjさ

ノ

＜対象経費(例)＞

・材料・消耗品費

販売商品の仕入れや

製造に係るコストは対

象外ですが、新たな取

組としてテスト販売す

るもの等は対象です。

・直接人件費(役員除く)

商品企画やテスト販売

等に要する人件費等

・外注・委託費　等

※グループ企業間の取引

は対象経費になりません。

１０ａ に 繋者)

５０ａ に 毘)

100a( 漂 誤)

jう| 謳 ＝

|-|
－

!,17］ 天

公益財団法人京都産業 ２１

お客様相談室

〒600-8813

京都市下京区中堂寺南町134

京都府産業支援センター1階
郵送提出にご 協力をお願いします。

心

②

グループで共同することによって事業継続・売上回復に繋がる工夫を凝らした取組で

グループの構成事業者の連携・分担が適当なものが対象

j

,

1

,jl

上限額

随 時 受 付( 平 日 の み)

随 時 交 付 決 定

(同じグループが異なる取組で
再応募することも可能です)

1グループあたり

孤 ’× 議 ＋

ただし1グループ最大
５ ０ ０

万円
あくまでグループ 全体の補助上限額の算定方式であり、各事業者の補助上限額が20 万円というわけで はあり ません。

に の範囲内であれば、各事業者の補助金上限の定めはありません。）

提出先

づ

京 都 府 （公財）京都産業21
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＜補助金申 請、交付の流 れ〉　事例：組合所属3者共同で新たに広報活動実施

代表企業　　 構成各者の合意形成(グループ補助上限額と
又は組合　　 構成各者の交付申請額合計の確認一調整)

１。提案書

(様式第１号)

欄卜 刻家政籾

(平ｉ) の内容ｉ

－ ～令i口 寸 戸 寸

,イルス感t 症に ぷ 寸 への 寸や.･ 意い|･をｌ 寸．）

２。事業者・経費一覧

＼-

(グループ補助上限額

≧補助金申請合計額)

の確認・調整

グループ補助上限額

＝20万円×3者＋10万円

＝70万円

交付申請額合 計

＝Ａ社10 万円

十B社30 万円

十C社O 万円

十組合30 万円

＝70 万円

＼ ７‾ ‾’

悶 悶　 取組執行

３．交付申請書

(様式第１号の２)
･･ll 心xg15 嫡･|

゛彗ｒ ｇ ｓ゙,;
唾吻 丿iE

IEI

丿･･ll 丿| ●
･ 声･E■･･かI　　I

瞰 i , l l l 哨 丁 c e λ ﾔ 4 1 1 r 即 丁 ･ I 卜 j l こ i i ･ ふ し l l l M I l t l , l L Q ･ l r ･ , こ

皿 q , ･ I 心 で ! り ! . l r /こ . 瞰 i t  ･ M L ! f .

-

｜　　　　　　　　　　 ｜

ｆ

‐
四
‐

．：

Ｊ
ｙ

Ｎ

ｔ

ｇ

ｇ

ｉ

申 請 書 ダ ウ ン

ロ ー ド ＵＲＬ:

https:// ｗｗｗ.k121.

ip/kobo/r2/ ｃｏron

ahoiyokin/20200

碩:Z

A社3 社連名チラシ作成①　15万円

事業費計15 万円 今補助金10万円

B社 チラシ掲載新商品開発②　45万円

事業費計45万円　今補助金30万円

C社 共同取組に参画するも支払はなし
補助金はなし

組合3 社連名新聞広告①　45万円

事業費計45万円　今補助金30万円

①提案書・交付申請書の提出(随時受付)　 ②交付決企(随時) ③概算払

④実績報告書の提出(支払明細等必要) ⑤請求書の提出　　⑥精算払

－

相
談
窓
口

公益財団法人京都産業２１ 事業支援部

TEL:075-315-8590　E-MAIL: market ＠k121.jp

〒600-8813　 京都市下京区中堂寺南町134　 京都府産業支援センター内

京都府商工労働観光部　ものづくり振興課

TEL:O75-414-5106　E-MAIL:monozukuri ｏpref.kyoto.19.jp

〒602-8570　 京都市上京区下立売通新町西入る

最寄りの京都府広域振興局農林商工部、商工会・商工会議所、京都府中小企業団体中央会

提
出
先

公益財団法人京都産業２１　お客様相談室　　　　　※郵送提出にご協力をお願いします。

TEL:O75-315-8660
〒600-8813　 京都市下京区中堂寺南町134　京都府産業支援センター1階

京都府では皆さまの新たな取組を応援します！

ざ よ/1 八　　 Ｗ ｅ ｂ 掲 示 板 掲 載 企 業 募 集!1! 寿 琵

－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 ’・

i:ll 白万 il　F
口 口

ｉ
Ｓ 毯 芯

回･　　　　 回|

…

…
…　　CI ．11j4N 之 、……ｴ･

叫･
．

迎
｜

臨 ‘ ← ｙ ’口 Ｉ Ｃ Ｅ ↓ √ 万 万

゛･t
，
‘.　;･　. ｀

’1111　　l/ ’口 ＩＣ Ｅ　 サ

レjﾐ　.
’

・　 ・j

T!
……
……jl （ Ｙ Ｏ Ｔ 口

？ ノ

謳

Ｉ

Ｋ Ｙ Ｏ Ｔ 口 ’
ゴ

圖

………　　　　　　-
いま､ 届けたい「食の声」－　　　　

Ｑｆ 卜　　 回　 ・　　　
／　　.

゛t「･　　　　　　
’４
・IJ 囚`」の」5゙ |゙麺11る「Ｑの声?

’　　　　　　　　
回　　

．　　　　　　
Ｅ

…
…

－
ｌ

臨､
こ. 謡　　　　　 Ｆ００Ｄ’sｖoIcE KYoTo ’　　　　　　　　　　　　　　l･ －･ ふ　　　　　　cLEAN ｖoIcE　KYoToi

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 感 染 拡 大 の 影 響 に よ り
、

外 出 自 粛 や 学 校 臨 時 休 校 等 で お 困 り の 家 庭 と 売 上 減 少 や 過

剰 な 在 庫 で お 困 り の 飲 食 店 や 食 品 メ ー カ ー な ど の 食 品 関 連 企 業 を マ ッ チ ン グ す る ［Ｆ００Ｄ’SVOICE KYOTO ］ 掲 示 板 を

立 ち 上 げ た と こ ろ で す ． 加 え て 、 食 に 限 ら ず 、 高 い 技 術 力 を 有 す る 京 都 府 内 企 業 が 開 発 し て い る マ ス ク や 消 毒 液

等 の 製 品 を 本 当 に お 困 り の 企 業 や 御 家 庭 に お 届 け す る た め に ［CLEAN VOICE KYOTO ］ 掲 示 板 を 立 ち 上 げ ま し た ！

コ ミ ュ ニ テ ィFM 局 等 情 報 メ デ ィ ア の 皆 様 に も 御 協 力 い た だ き 、 皆 様 の 取 組 を 応 援 い た し ま す ！

〈 問 い 合 わ せ 先 ＞ 京 都 府 商 工 労 働 観 光 部 も の づ く り 振 興 課TEL:075-414-5106　E-MAIL: ｍｏｎｏzｕk ｕri＠pref.ky ｏtｏ.lg.jp27


